
実施隊を中心とした捕獲体制の整備によるアライグマの捕獲対策 ー長崎県大村市ー

大村市のアライグマ状況 主な対策

○ 平成２３年９月大村市において初めてアライグマが捕獲された。捕獲アドバイザーや市担当者等の実施隊が中心

となりアライグマ捕獲活動に取り組む。

○ 狩猟免許なしでもアライグマを捕獲できる体制整備、捕獲技術指導、箱わなの貸出しなどにより完全排除をめざす。

対策の効果

○平成23年大村市内で、アライグマを
初めて捕獲した

大村市で初捕獲のアライグマ

早急に対策をたてないと
大変なことになる

（実施隊員からの意見）

○捕獲体制､従事体制の整備

アライグマ防除実施計画の認定により、

狩猟免許なしでも捕獲できる体制を整備。

○捕獲安全講習会の開催（年間２～３回）

安全捕獲、捕獲のポイント、箱わなの設置

の方法等講習。受講者に捕獲従事者証発行

○長崎県北部では、アライグマが平成
15年頃から、すでに捕獲されていた。 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

０ ２ 11 14 25 36 58 39

○アライグマ捕獲頭数の推移 (頭）

○捕獲従事者と箱わな貸出しの増加（人、基）

○今後の課題

農産物被害以外に、生活被害や感染症等の

危険性を市民にむけて広報活動を行う。

箱わな貸出しを促進し捕獲徹底を図る。

○地域別、年度別の捕獲場所位置図を作成。
生息域の拡大状況を見える化し、対策を検討。

H24 H25 H26 H27 H28 H29

捕獲従事
者数

69 39 47 44 77 98

箱わな貸
出し数

１ ２ ７ 12 19 26

H24は狩猟免許保持者とアライグマ捕獲従事者の合計。H25以
降は、狩猟免許なしで捕獲可能な捕獲従事者数。

H23に初捕獲後、捕獲数が増加したが、徹底した捕獲活動の
実施で、H28年度をピークに減少に転じた。

○初捕獲当時は、
アライグマの生
態、被害の特定、
対策の方法等が
分からず、捕り
残しが生じ、生
息域が拡大した。

みかんの食害痕

○捕獲アドバイザーの日々の捕獲巡回により、

市民との信頼関係が構築され、アライグマ

の目撃情報が多く寄せられることで、捕獲

がスムーズになった。

○市が雇用している捕獲アドバイザーによる

捕獲技術、箱わな設置支援等実施。また、

市独自で捕獲技術資料を作成、配布指導。



○捕獲従事者と箱わなの貸出し
を増加させ、さらに捕獲を推
進する。

○農産物被害だけでなく、家屋
侵入などの生活被害や感染症
などの危険があることから、
ホームページや市広報紙を通
して、市民に知らせ、市民の安
全を守るとともに、目撃情報を
収集する。

○周辺の市町との連携によるア
ライグマの捕獲を推進する。

○徹底した捕獲活動により大村
市における完全排除をめざす。

今後の取組

○長崎県では、平成１５年頃か
ら 県北部で捕獲されていた。

○大村市の隣町では平成２２
年に初めて捕獲(１１頭）。
○大村市は、平成２２年１０月、
「アライグマ防除実施計画」を
作成、国（環境省）に申請、
１１月認定。

○平成２３年９月に、大村市で
初捕獲された。

大村市のアライグマの状況

○平成２４年１月、第１回「アライグマ
安全捕獲講習会」を開催。受講者に
捕獲従事者証を発行。狩猟免許なし
でも捕獲が可能となった。

○実施隊（捕獲アドバイザー）が中心
になり、年に数回安全講習会を開催
し、捕獲従事者を確保・育成。

○講習会内容は、法令遵守、安全捕
獲、アライグマの生態、捕獲技術等

Ｈ２３～Ｈ３０安全講習会の開催

○平成２２年に、「アライグマ防
除実施計画」が国（環境省）に
認定され、特定外来生物として
の捕獲が可能となる。

狩猟免許保持者による有害鳥
獣捕獲に加え、アライグマの捕
獲ができる体制を整備。

○市独自に捕獲アドバイザーを
雇用し、実施隊一員としてアラ
イグマ捕獲活動を推進。

○市猟友会へ捕獲協力を要請、
捕獲体制の充実を図る。

Ｈ２２～Ｈ２４ 捕獲体制整備

○捕獲場所を地域別、年度別に
地図に落とすことで、生息
域の確認と拡大状況を見え
る化。北部から南下してい
ることを確認。

○隣接の市町実施隊との合同研
修会や意見交換を実施し、
情報の共有化や有効な対策
を検討。

Ｈ２７～Ｈ３０ 生息域の見
える化と広域連携
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○市で箱わなを購入し、捕獲
従事者に貸出しを実施。

○貸し出し数は、

Ｈ２４年１基→Ｈ２９年２６基
に増加。

○実施隊によ

る捕獲支援、

指導。

Ｈ２４～Ｈ３０箱わな貸出し

必要な対策は？

○捕獲技術の向上のため、
実施隊で独自に資料を作
成して配布、指導。

○資料「箱わなの設置ポイ
ント」は、捕獲アドバイ
ザーの経験をもとに、設
置する場所、餌の種類と
量、箱わなの固定方法な
どわかりやすく記載。

○資料「中型哺乳類向けの
箱わなの使用法」や「野
生鳥獣のもつ感染症への
注意」等を 作成・配布。

○実施隊で作成した技術資
料とアライグマ情報は
ホームページ等で広く情
報発信。

Ｈ２８～Ｈ３０捕獲技術の向上と情報発信

捕獲活動の環境整備捕獲従事者の確保・育成捕獲体制の整備（法整備）

指導資料「箱わなの設置ポイント」


